
障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）（抜粋） 

 

（防災及び防犯） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことが

できるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に

関し必要な施策を講じなければならない。 

 

（国際協力） 

第三十条 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、

外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。 
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